地域密着型通所介護重要事項説明書
（令和８年２月１日　現在）

１．　当施設が提供するサービスについての相談窓口
電　話　　０４４―５８９―３２１９
担　当　　須田　幸代
＊ご不明な点は、何でもおたずねください。ご見学を承るなど対応いたします。
２．　菜園付民家型生活リハビリ 満笑庵の概要
　（１）施設所在地と送迎できる範囲

	名　　　　称
	　菜園付民家型生活リハビリ 満笑庵

	所　在　地
	　川崎市川崎区渡田東町６番４号

	事業所番号
	　１４７５００２８１０

	送迎サービスを提供する対象地域
	　川崎区、川崎市幸区幸町、幸区大宮町にお住まいの方　


　
　（２）職員の体制
	
	資格
	常勤
	非常勤
	業務内容
	計

	
	
	（男）
	（女）
	（男）
	（女）
	
	（男）
	（女）

	管理者
	認知症実践者及び介護初任者研修修了
	１名
	　　　名
	苦情等相談施設の運営管理
	１名

	
	
	　名
	１名
	　名
	　名
	
	　　名
	１名

	生活相談員
	社会福祉主事
	１名
	　　　名
	お客様及び家族の相談、助言の援助等
	１名

	
	
	　１名
	　　名
	　　名
	　　名
	
	１名
	　　名

	機能訓練

指導員
	准看護師
	　　　名
	１名
	身体機能の維持向上指導
	１名

	
	
	　　名
	　　名
	名
	　1名
	
	　名
	 1名

	介護職員
	介護職員初任者研修（旧２級）修了者
	1名
	３名
	送迎等を含む施設利用の全般支援
	４名

	
	
	　　名
	1名
	　名
	３名
	
	　　名
	４名

	
	社会福祉士
	　　　名
	　　　名
	送迎等を含む施設利用の全般支援
	　　　名

	
	
	　　名
	　　名
	　　名
	　　名
	
	　　名
	　　名

	
	認知症実践者研修修了者
	１名
	　　名
	送迎等を含む施設利用の全般支援
	１名

	
	
	名
	１名
	　　名
	　　名
	
	　　名
	　１名

	
	
	　　　名
	３名
	送迎等を含む施設利用の全般支援
	３名

	
	
	　　名
	　　名
	　　名
	３名
	
	　　名
	３名

	その他
	
	　　　名
	　　　　　名
	
	　　　　名

	
	
	　名
	　　名
	　　名
	　　名
	
	　　名
	　　名


　（３）当施設の設備等
	定員
	１０名
	静養室
	１

	食堂兼機能訓練室
	１室　３４．３４㎡
	相談室
	１

	浴室
	一般浴槽があります。
	送迎車
	２台


　（４）営業時間

　　平日月曜日から金曜日　午前９時００分　～　午後４時　（午前８時３０分～午後５時電話等受付可能）
　　月曜日から金曜日の間の祝日　午前９時００分　～　午後４時　（午前８時３０分～午後５時電話等受付可能）
　（５）定休日
　　土曜、日曜、８月８日～８月１５日、１２月２９日～１月３日
３．　提供するサービス内容

　　①レクリエーション

　　②機能訓練（機能訓練目的のための外出＝菜園活動、公園歩行含む）
　　③生活相談

　　④食事

　　⑤入浴

　　⑥送迎　　等

４．　サービスの利用方法
　（１）サービスの利用開始

　　　まず、お電話等でお申し込みください。居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、地域密着型通所介護計画を作成し、サービスの提供を開始します。
　（２）サービスの終了

①お客様のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の１週間前までに担当ケアマネージャーにお申し出ください。

②当社の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。

③自動終了　　以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

・長期治療療養のためのお休み（２カ月相当）入院等又は介護保険施設等に入所した場合

・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立、要支援）

と認定された場合

・お客様がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合

④その他
・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が倒産した場合、お客様は文書で解約を通知することによってすぐにサービスを終了することができます。
・お客様が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず１０日以内にお支払がない場合、またはお客様やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了させていただく場合がございます。

　　　・お客様が認知症他の病気の進行により心身の状態が衰退し他利用者との共生が不可能になった場合ケアマネージャーご家族との協議の上サービスを終了させていただく場合があります。

５．当施設の地域密着型通所介護サービスの特徴
　（１）運営の方針
　　　１　事業所の介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
　　　２　事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、半年に一度事業の実施状況について運営推進会議の開催をもって情報開示しながら、総合的なサービスの提供に努める。
　（２）サービスの利用のために
	事　　項
	有・無
	備　　考

	土曜・日曜日の実施の有無
	無
	

	時間延長実施の有無
	無
	

	従業員への研修の実施状況
	有
	入社時２か月間と、その後も半年に１度実施しています。内容：入浴介助、認知症ケア、虐待防止他

	サービスマニュアルの作成
	有
	職員が常時閲覧可能な場所にマニュアルがあります。

	送迎の有無
	有
	必要に応じて添乗員による介助がつきます。


　（３）サービスの利用のための留意事項
	・送迎の連絡方法
	ご希望により車両到着前にお電話が可能です。

	・体調確認と体調不良の場合の対応
	当施設の運営規定に沿って迅速に行います。

	・食事の内容
	外部企業配食に手料理を加えて提供しています。

	・機能訓練の内容
	当施設の運営規定に沿って安全に行います。

	・レクリエーション趣味活動の内容
	お客様の固有の楽しみを重視して行います。

	・その他
	


６．第三者評価実施の有無について
　第三者評価とは、中立的な第三者である評価機関が、事業者と契約を締結し、サービスの内容、組織のマネジメント力等の評価を行い、その結果を公表する仕組みです。 利用者は公表された事業所に関する情報や利用者の声などを確認することができ、事業所選択の際に活用することができます。
この評価を受ける取り組みは現状未実施ですが今後の実施があり次第すみやかに評価を公表するものといたします。現状の当施設の事業内容及び運営の方針と運営状況については神奈川県の情報公表制度にて公開をしていますので、ご利用にあたってはご確認を頂いています。
　　
７．虐待防止の取り組みについて
　虐待防止のために以下の点で取り組みを行っています。
1 虐待防止のための研修の実施　介護に関わる全職員が対象
2 虐待防止監視担当者の任命　虐待行為が発生する以前に防止するための管理者の任命
3 委員会の設置　介護に関わる職員の内、管理者と他１名で構成する
4 虐待防止の指針の整備　上記の組織的な取組の上で虐待防止のための指針を作り遵守する　
上記の虐待防止の取り組みは運営規定においても明示し、遵守するものとします。
８．防災訓練（火災、地震、風水害等の自然災害）の実施と参加
　厚生労働省及び行政の定める期間に一定の上記内容の訓練を事業所内で行います。訓練はご利用者自身の安全確保に関わる機能訓練とみなしご利用中に参加をお願いすることがあります。その時間は施設の提供するプログラムの一環とさせて頂きます。各訓練には作成された避難計画書があり、ご希望により閲覧が可能です。

９．衛生管理、感染予防及びまん延防止対策
　感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める対処の手順（厚生労働省告示第268号）に従い感染の拡大を防ぐため、下記の対応を図ります。
1 発生状況の把握
2 まん延防止のための措置
3 有症者への対応
4 関係機関との連携
5 行政機関への報告
以上の対応を図るために指針を作成の上、事業所内の連絡体制を整備し、１２か月に１度の感染症及び食中毒防止のための訓練にてその実効性を高めていきます。また、上記の対応及び訓練を監督する立場として感染予防委員会を６か月に１度開催しています。
１０．緊急時の対応について
（１）地域通所介護従事者等は、指定地域通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければなりません。
（２）指定地域通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとします。
次項の表に、緊急時対応の際に連携をとる係り付け医療機関及びご家族様等の緊急連絡先にご記入をお願いします。
緊急時の対応
	緊急連絡先

	ご家族
	氏　名
	

	
	住　所
	

	
	電話番号
	

	
	続　柄
	

	係付け医療
	病　院
	

	
	医　師
	

	
	電話番号
	

	
	所在地
	


１１．サービス内容に関する苦情
　　①当施設のご利用者相談・苦情担当
	相談・苦情等　窓口担当者

	管理者
	須田　幸代

	電話番号
	０４４―５８９―３２１９

	緊急時等
	０４４―３６６―０２０９


　　②当施設以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

	区市町村
	川崎区役所

	担当課
	高齢者支援課

	電話番号
	０４４―２０１―３０８０


	　　区市町村
	神奈川県国民健康保険団体連合会

	担当課
	介護苦情相談係

	電話番号
	０４５－３２９－３４４７


１２．当社の概要
	名称・法人種別
	株式会社サニーサイドサービス

	代表者氏名
	代表取締役　　須田　裕史

	本店所在地
	神奈川県川崎市川崎区渡田東町6番4号

	電話番号
	代表　０４４－５８９－３２１９

	定款の目的に定めた事業
	介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

	運営方針
	当社作成の運営規定に則り上段の介護保険事業を行うものとする


１４．法定代理受領
利用料金の支払いについては、要介護等被保険者である利用者が利用する基準該当事業者である当施設が市町村との間で代理受領について契約等に基づき合意していることにより、利用者は自己負担割合に応じた自己負担額（1割、2割、3割のいずれかの料金）を事業者に支払うものとします。
１５．利用料金表
　ご利用にあたって公定料金他の料金一覧は次項になります。
　ご請求は利用月の翌月初旬に書面でお渡しし、翌月２５日支払いとなります。支払方法は銀行口座からの引落もしくは指定銀行への振込となります。ご口座のご用意がない方につきましては現金支払いにてもお申し受けいたします。料金入金確認後、すみやかに領収書をお渡しいたしますので、お受取り以後も大切に保管をお願いいたします。
また、介護保険制度の改訂等により公定料金やの内容に変更が生じた際にはその実施以前に改訂変更内容を書面をもって説明し、同意の上に当該サービスの提供を継続するもとします。
令和　　　　　年　　　　月　　　　日
地域密着型通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明し、同意を得て、交付をしました。
〔事業者〕

株式会社サニーサイドサービス

代表取締役　　　須田　裕史　　　　　　　　 　

（指定番号１４７５００２８１０）

所在地　神奈川県川崎市川崎区渡田東町６番４号
説明者 所属　菜園付民家型生活リハビリ 満笑庵

氏名　　須田　幸代　　　　　　　　　　　　　　　
私は、契約書および本書面により、事業者から地域密着型通所介護についての重要事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。
〔利用者〕

住　所

氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（代理人）

住　所

氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

